
 

  

 

後見支援預金とは、後見制度をご利用の被後見人の財産を安全に保護・管理

するため、家庭裁判所の「指示書」によって、後見人が利用できる普通預金で

す。 
 

ご利用いただける方 
後見人が選任されている成年被後見人または未成年被後見人で、家庭裁判

所から後見支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた方 

預金の種類 普通預金、普通預金（無利息型） 

適用金利 店頭表示の普通預金利率 

お取引の制限 

 すべてのお取引（追加預入を除く）は、家庭裁判所の「指示書」に基

づくお取扱いとなります。 

 口座開設店舗でのみお取扱いいたします。 

 ＡＴＭのご利用はできません。 

 キャッシュカードの発行はできません。 

 各種料金等の自動支払及び給与、年金等の受取りはできません。 

 インターネットバンキングのご契約はできません。 

 マル優のお取扱いはできません。 

新規口座開設の際に

必要な書類等 

 家庭裁判所発行の指示書 

 後見人の本人確認書類 

 初回預入金（家庭裁判所の「指示書」記載金額と同額） 

 登記事項証明書（後見登記にかかるもの・原本） 

 預金取引のご印鑑 

その他特記事項 

 本商品は預金保険制度の対象であり、預金保険の範囲内で保護されま

す。 

 普通預金と普通預金（無利息型）の選択・併用が可能です。 

 平成２５年１月１日から令和１９年１２月３１日までに受け取るお利

息には、復興特別所得税が課され、２０．３１５％（国税１５．３１

５％、地方税５％）源泉分離課税が適用されています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「後見支援預金」口座開設の流れ 

家庭裁判所への後見支援預金利用申し出 

家庭裁判所による利用可否の検討 

家庭裁判所で預入金額・定期送金金額の決定 

桑名三重信用金庫で後見支援預金口座の開設 

口座作成後、家庭裁判所に作成報告 

後見開始 

家庭裁判所の指示書発行 


